
道南ドクターヘリ運航調整委員会「消防関係部会」運営要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は「道南ドクターヘリ運航調整委員会」の事業を円滑で効果的に推進 

 するために「消防関係部会」（以下「部会」という。）を設置し，その運営に関して 

 必要な事項を定める。 

 

（組織） 

第２条 部会は，別表に掲げる各団体から推薦された者（以下「委員」という。」）を 

 もって構成する。 

２ 部会に部会長および副部会長を置く。 

３ 部会長は，委員の互選により選出する。 

４ 副部会長は，部会長が指名する。 

 

（協議事項） 

第３条 部会は，次に掲げる事項を協議する。 

 ⑴ ドクターヘリの離着陸場に関すること。 

 ⑵ ドクターヘリ通信センターと各消防本部等の連絡調整に関すること。 

 ⑶ 救急隊員，消防隊員および通信指令員のドクターヘリに関する教育訓練に関する 

  こと。 

 ⑷ ドクターヘリ要請基準等に関すること。 

 ⑸ ドクターヘリの安全運航に関すること。 

 ⑹ その他，部会長が必要と認めたこと。 

 

（会議） 

第４条 部会の会議は，部会長が招集し，その議長となる。 

２ 部会長が必要と認めたときは，会議に委員以外の者の出席を求め，意見を聞くこと 

 ができる。 

３ 部会長は会議の決定事項について，道南ドクターヘリ運航調整委員会委員長に報告 

 する。 

 

（事務局） 

第５条 部会の事務局を，市立函館病院に置く。 

 

（補足） 

第６条 この要領が定めるもののほか必要な事項は，運航調整委員会で定める。 

 

   附 則 

 この要領は平成２６年７月１６日から施行する。 


